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該当する□には，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です。

「細分類番号」とは，統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。

「基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の蛍又は原単位の数値の平均をいいます。
「増減率」とは，基迩年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。

□新規□変更
（宛先）京者】府知事 平成23年９月3０ 日
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氏名（法人にあっては叺
郵便事業株式会社JIliiil子宝；

Ⅲ名称及び代表者の氏名）

代表取締役社長jIZ鍋倉Ｈ１眞一
電話i二■03--3504-4401

主たる業種 郵便業
？． |細分類番号 41’ 9Ｉ 1１１１ 

事業者の区分

;：｡2条第１項第１号

京都府地球温暖化対策条例施行規則第｡2条第１項第２号又は第３号
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重点的に実施する取組の実施計画
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ノーマイカ〕÷デー」施策を導入する｡． 

換気設備のス笏ジュール運転を導入する。

事務室の照明に高効率‘)も'１のを導h;入読ろ6Ｗ
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通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し
ようとする措置
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｢ノーマイカーデ－J丁施策を毎月１６日に実施する６

環境にやさしい街づく|りに貢献できる取組であるため。

森林の保全及び整
備，再生可能エネ
ルギーの利用その

他の地球温暖化対
策により削減する
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森林の保全及び整備によるもの
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グリーン電力証書等の購入によるもの

温室効果ガス排出量の削減効果分又は温室
効果ガスの吸収効果分の購入によるもの
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地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

京都支店とi福知山支店においてペヅトブボトルキヤツiプ回収を行い
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､iエコキヤ|ツプ推進活動に貢献しています。

特記事項
平成２;２１年度に事業統合があり､？'それ以'前の実績平均を基遁値とすることは実態と合?わなvwため、
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平成２２年度実績を基準値

郵便事業株式会社本社より、郵便事業株式会社近畿支社に対じて計画書提出についての委任を受けています。


